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質 問 回 答 書 
 

 
件 名  AI オンライン手続ナビの導入及び運用・保守業務委託     

 

 

番号 項目 質問 回答 

1 

提案書作成要領 

（5 提案書の作成

(4)2 システム要

件等 2.4) 

回答精度の向上のため、市

役所窓口でよく聞かれる質

問リストの情報を事前にい

ただくことは可能でしょう

か。 

回答精度の向上を目的とした「市役所窓口

でよく聞かれる質問リスト」等の個別デー

タにつきまして、本市から事前に提供する

予定は現時点ではございません。本システ

ムにおける AI の回答生成は、原則として

「横浜市 DIGITAL 窓口」に掲載されている

情報を基に行うことを要件としておりま

す。 

なお、構築や実証の段階において、回答精

度の向上のために「横浜市 DIGITAL 窓口」

側に「よくある質問」等の情報を追加で保

有させる必要があると受託者が判断した場

合は、受託者から本市へ追加すべき具体的

な情報をご提示いただき、協議のうえで本

市が「横浜市 DIGITAL 窓口」へ必要な情報

を追加するという運用を想定しておりま

す。回答精度の向上に向けた具体的な工夫

や対応については、本プロポーザルのなか

で、ご提案ください。 

2 

 

提案書作成要領 

（7 プロポーザル

に関するヒアリン

グ） 

プレゼンテーション時の提

案書について、6 月 5 日 17

時までに提出する A4縦版と

同内容の A4 横版を作成し、

プレゼンスライドとして使

用することは可能でしょう

か。可能である場合、プレゼ

ンスライドはいつまでに送

付すればよろしいでしょう

か。 

プレゼンテーション時において、提案書（縦

版）とは別に、同内容で作成したプレゼン

スライド（横版）を使用することは可能で

す。ただし、プレゼンスライドの内容は提

出いただく提案書と同一のものに限ります

（新たな提案内容の追加や変更は不可）。提

出期限は提案書と同じく令和 8 年 6 月 5 日

（金）午後 5 時（必着）といたします。提

案書の提出と併せてご提出ください。 

3 

 

プロポーザル評価

基準 

（表 1 2-5） 

2-5 にて、横浜デジタル窓口

「等」とありますが具体的

な他サイト・システムは現

時点で想定されていますで

しょうか。 

現時点では「横浜 DIGITAL 窓口」以外の具

体的なサイトやシステムは想定しておりま

せん。本業務におきましては、原則として

「横浜市 DIGITAL 窓口」から整理した情報

を基に回答を生成することを想定しており

ます。また、任意提案として「『横浜市

DIGITAL 窓口』が参照しているページ」を

対象に含めることも可能としております。 

将来的な対象サイトの拡張に柔軟に対応で

きる実装方式や拡張性については、本プロ

ポーザルのなかで、ご提案ください。 
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番号 項目 質問 回答 

4 

 

業務説明資料 

（5 システムの概

要、別紙 1 機能要

件一覧 項番 6） 

AI 回答生成の参照元となる

「横浜 DIGITAL 窓口」及び必

要に応じて参照対象となる

ページの掲載情報につい

て、受託者が Web サイトから

取得・加工する想定でしょ

うか。それとも、横浜市様か

ら CSV、API、CMS 出力等の形

式でデータ提供いただく想

定でしょうか。また、受託者

が Web サイトから取得する

場合、取得方法・頻度・対象

範囲に制約があればご教示

ください。 

参照元となるデータ取得方法については、

本プロポーザルのなかで、ご提案ください。 

なお、既存のサイト構築事業者との調整

や、「横浜 DIGITAL 窓口」へのリンク設定等

の改修作業が必要な場合は、本市が行いま

す。 

5 

 

業務説明資料 

（7 想定スケジュ

ール ） 

令和 9 年 4 月以降の運用保

守費について、想定されて

いる作業内容や費用感があ

ればご教示いただけないで

しょうか。また、本調達で導

入したシステムについて

は、何年間のご利用を予定

されているでしょうか。 

本調達（AI オンライン手続ナビの導入及び

運用・保守業務委託）の業務委託期間は、

「契約締結日から令和 9 年 3 月 31 日まで」

としております。そのため、令和 9 年 4 月

以降の具体的な運用保守費の費用感や作業

内容、およびシステムの利用予定年数につ

きましては、現時点では未定であり、本調

達の対象外となりますが、重要な観点と考

えていますので、ぜひご提案ください。 

また、本システムについては「将来的には

情報元とするウェブサイトの拡張や、市の

公式ウェブサイト等へ展開を見据えたも

の」として位置づけておりますが、次年度

以降の具体的な取り扱いについては、本実

証の結果等も踏まえて別途検討いたしま

す。 

6 

 

業務説明資料 

（別紙 1 機能要件

一覧 項番 6・8） 

本システムが横浜 DIGITAL

窓口の情報を参照する際、

コンテンツの取得方法とし

て想定されているものをご

教示ください。 

(a)公開 HTML のクロール 

(b)サイト構築事業者から

のエクスポート提供 

(c)その他 

また(b)、サイト構築事業者

との調整は本市と受託者の

どちらが行うかもご教示く

ださい。 

参照元となるデータ取得方法については、

本プロポーザルのなかで、ご提案ください。 

なお、既存のサイト構築事業者との調整

や、「横浜 DIGITAL 窓口」へのリンク設定等

の改修作業が必要な場合は、本市が行いま

す。 
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番号 項目 質問 回答 

7 

 

業務説明資料 

（別紙 2 非機能要

件一覧 項番 7） 

本業務で利用するクラウド

環境について、「本委託契約

の中で調達するクラウド環

境を前提」とされています

が、当該クラウド環境は、受

託者が契約・管理する環境

を利用する想定でしょう

か。それとも、横浜市様名義

または横浜市様管理下の環

境に受託者が構築する想定

でしょうか。 

本業務で利用するクラウド環境につきまし

ては、受託者が本委託業務の範囲内（本契

約の金額内）で新たにクラウド基盤（AWS、

Microsoft Azure 等）を契約・調達し、構

築・管理していただく想定です。横浜市名

義の環境や、横浜市が管理する既存のクラ

ウド環境を利用するものではございませ

ん。 

8 

 

業務説明資料 

（別紙 2 非機能要

件一覧 項番 8） 

「日本国内データセンター

以外に保存されない」とい

う要件について、Amazon 

Bedrock 等でクロスリージ

ョン推論（推論時のみ他リ

ージョンを経由し、データ

保管は日本リージョン）を

利用するケースの可否をご

教示ください。 

「取り扱うデータが日本国内データセンタ

ー以外に保存されないこと」を満たしてい

れば、Amazon Bedrock 等でクロスリージョ

ン推論を利用するご提案は可能です。 

ただし、外部 LLM が国外で処理を行う構成

については、他リージョンを経由して推論

等を行う際の一時的なキャッシュやログ等

も含めて国外にデータが一切保存・蓄積さ

れないこと（国外にデータが残る構成は利

用不可）、および入力データが生成 AI に学

習されない仕組みが完全に担保されている

ことを必須条件といたします。 

なお、ご提案にあたっては、推論時の具体

的なデータフローや他リージョンでのデー

タの取り扱い（一時保持を含めた非保持の

仕組み）等について、提案書等で詳細にご

記載ください。 

9 

 

業務説明資料 

（別紙 3 委託契約

約款  第 5 条、

別紙 4 電子計算機

処理等の契約に関

する情報取扱特記

事項 第 13 条） 

契約約款第 5 条及び電子計

算機処理等の契約に関する

情報取扱特記事項第 13条で

は、契約締結前から受託者

が権利を有している著作物

については受託者に留保さ

れる旨が定められていま

す。本業務において、受託者

が契約締結前から保有する

汎用的なプログラム、ライ

ブラリ、モジュール、テンプ

レート、基盤機能等を利用

する場合、これらは受託者

に権利が留保される著作物

として取り扱われる、とい

う理解でよろしいでしょう

か。 

ご認識の通りです。 

ただし、本市が本システムの利用、運用、

保守、改修等を円滑に行う上で支障が生じ

ないよう、本市に対して当該既存著作物の

利用（複製、翻案等を含む）を無償で許諾

していただくことを前提とします。詳細な

条件や解釈等については、契約締結時に改

めて確認・協議するものとします。 
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番号 項目 質問 回答 

10 

 

業務説明資料（別紙

3 委託契約約款 

第 5 条、別紙 4 電

子計算機処理等の

契約に関する情報

取扱特記事項 第

13 条） 

本業務の成果物に、受託者

が保有する汎用的なプログ

ラム部分と、本件向けに個

別作成・調整したカスタマ

イズ部分が含まれる場合、

著作権の帰属については、

当該汎用的なプログラム部

分と本件固有のカスタマイ

ズ部分を区別して取り扱

う、という理解でよろしい

でしょうか。 

ご認識の通りです。本件固有のカスタマイ

ズ部分に関する著作権は、目的物の引渡し

時に本市（委託者）に無償で譲渡していた

だきます。詳細な条件や解釈等については、

契約締結時に改めて確認・協議するものと

します。 

11 

 
その他 

AI の出力結果（ハルシネー

ション等による誤案内）に

よる利用者に何らかの不利

益が生じないために、以下

のような注意書きを書くこ

とでリスク低減を考えてい

ますが問題ないでしょう

か。 

「回答には誤りや不適切な

ものを含む場合がありま

す。利用規約を確認のうえ

ご利用ください。」 

注意書きを表示していただくことにつきま

しては、問題ございません。本業務におき

ましては、「回答には誤りや不適切なものが

含まれる可能性があることについて、注意

喚起を表示できること」と定めております。 

なお、実際に表示する注意喚起の具体的な

文言や、「利用規約」の具体的な整備内容・

表示方法（画面の配置や表示タイミング等）

については、契約締結後の要件定義および

設計の段階において、本市と協議のうえで

決定していただく想定です。 

12 

 
その他 

ログ報告は必要になります

でしょうか。 

本業務におきましては、本市職員が管理者

画面から直接チャットログや統計情報を閲

覧・検証できる機能を構築していただきま

す。そのため、受託者から本市に対する定

期的なログデータの抽出・提出作業は想定

しておりません。 

ただし、本番公開期間中において実際の問

合せ内容や AI の回答内容（ログ）を分析

し、回答精度向上に向けた改善提案を実施

していただくこと、ならびに定量的・定性

的な効果測定を実施していただく必要があ

ります。 

取得したログや統計情報をどのように分析

し、精度の向上や客観的な効果測定に繋げ

るかといった具体的な手法については、本

プロポーザルのなかで、ご提案ください。 

 

 

 

 
 


